
平成29年 2月１日からは
黒色や、中身の見えない袋で出されたごみは収集しません。

事業系の一般廃棄物におきましても上記は適用されます。

中身が見えるごみ袋を使用することによって、

ごみ袋の中に含まれる削減可能な生ごみ（食品ロス）や、資源化可能な紙類など

ごみ分別の徹底を図り、再資源化を促進します。

また、先の尖ったものなどによるごみ排出・収集作業時の怪我を防止します。

ごみは透明・半透明の袋（※袋の中に新聞紙を入れて文字が見える程度の袋）で

出してください。市指定のごみ袋はございませんので、

スーパーや日用品量販店などで市販されているものを使用してください。

スーパー等のレジ袋等でも条件を満たしていれば収集いたします

（マイバッグ運動等レジ袋削減にもご協力をお願いします）。

また、段ボールや紙袋に入れて出されたごみは収集いたしません。

内容を見られたくないごみは、最小限の量をいったん別の袋等に入れてから透明・半透

明の袋に入れ、一番外側が透明・半透明の袋になるようにしてください。

変更目的

使用できるごみ袋

プライバシーの保護

お問合わせは 川西市 美化推進課 まで
丸山台 3-43 TEL (072)744-1124


